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６月５日（月） プール開きです。受診は済みましたか？ 

学校での定期健康診断は残すところ３，５年生の内科検診（６月２日）のみとなりました。 

学校の健康診断でお知らせをもらっている人（特に耳鼻科）は、水泳開始前に受診をお願いします。 

耳垢栓塞（じこうせんそく）は、耳鼻科受診が必要な程度に耳あかがたまっている状態です。必ず受診

して治療を受けてください。 

尿検査（２次検査）結果は、今週末に学校へ届く予定です。 

精密検査が必要との知らせを受け取った人は、できるだけ早期 

に受診してください。 

欠席により校医検診を受けられなかった人は、６月３０日 

までに各学校医を受診してください（対象の人へはお知らせを配付します）。 

 

つめの長さを適切に 

 長すぎる爪は、けがをしたり、けがをさせたりするもとになります。 

 

 

また、爪の切り方によっては、痛みを伴うトラブルになることがあります。 

                               

 

 

つめきりは、お風呂に入った後の爪がやわらかい状態のうちに、少しずつ切りましょう。 

家の人に切ってもらっている人は、自分で切れるように練習しましょう。 

 

家庭数配布 保護者宛５１号 

 

足の爪の両端を深く切り込んだ

り、爪を丸く切りすぎたりするこ

とによって「巻き爪」や「陥入爪（か

んにゅうそう）」を起こすことがあ

ります。 



 

コロナ以前の学校生活にもどります  

 ５月８日より新型コロナウイルス感染症は５類に移行しました。学校での生活も、基本的にはコロナ

前に戻っています。マスクをつける・はずすは自由ですが、熱中症の危険がある条件下では、マスクをは

ずして活動するよう、声をかけていきます。また、マスク着用を推奨する場面もありますので、引き続き

ご協力をお願いします。 

 ＜マスク着用を推奨する場面＞ 

咳が出る時や体調不良の時   密な状況になる時 

コロナ療養後数日間（発症から１０日を過ぎるまで）  家族に陽性の人がいる時 

   ※給食当番の時は必ずマスクをつけます。 

 また、５月２２日に学校からの文書が出ていますが、改めて以下をご確認ください。 

 ※「症状が軽快」とは…解熱剤を使用せず解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること。 

 

 まだ消えてはいないコロナ

 学校医の先生方からは「（クリニックでは）コロナ陽性の方が、ちらほら出ている」というお話を聞

いています。毎日行っていた健康観察カードの提出は終了していますが、家庭での朝の健康観察は引き

続きお願いします。 

 また、全国各地でインフルエンザの集団感染が起きています。注意していきましょう。 

 

 児童の状況 同居家族等の状況 出欠席について 

１ 罹患（陽性）  

出席停止（発症後５日を経過し、かつ、症状が

軽快した後１日を経過するまで） 

登校再開の時は、通常の「登校届」を提出する

（保護者が記入） 

２ 発熱等の風邪症状  欠席した場合は病欠 

３ 症状なし 罹患（陽性） 登校可。 

４ 症状なし 発熱等の風邪症状 登校可。 

５ 
新型コロナワクチン接種によ

る受診や副反応 
 

ワクチン接種による欠席は事故欠 

副反応による欠席は病欠 

６ 
感染の予防上、保護者が児童

を休ませたいとき 
 

学校にご連絡ください。校長が認めた場合、出

席停止となります。 

 5 月 25 日（木）に歯科検診がありました。検診の結果は

準備が整い次第、全員に配付します。 

 むし歯は自然に治ることはないので、受診をお願いします。

早く治療に行った方が、早くて金額も安く終わります。 


